
富山市請負工事等条件付き一般競争入札の入札参加者の資格条件設定及び指名

競争入札の指名業者選定要領

（目的）

第１条 この要領は、富山市が発注する建設工事、建設工事に係る測量、建築関係建設コンサ

ルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント（以下「建

設工事等」という。）の条件付き一般競争入札の入札参加者の資格条件を適切に設定し、及

び指名競争入札の指名業者を公正に選定することにより、契約の適正な履行を図ることを目

的とする。

（対象とする建設工事等）

第２条 条件付き一般競争入札の対象とする建設工事等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事

ア 金額区分（消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。）が概ね２，０００万円以上の

土木、建築工事。ただし、金額区分が概ね１，０００万円以上２，０００万円未満の工

事であっても、地域の実情を勘案しながら、必要に応じて対象とする。

イ 金額区分が概ね１，０００万円以上のその他の工事

(2) 建設工事に係る測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、

地質調査及び補償関係コンサルタント（以下「建設コンサルタント業務等」という。）

金額区分が５０万円を超える建設コンサルタント業務等を対象とすることができる。

２ 指名競争入札の対象とする建設工事等は、原則として、前項各号に掲げる建設工事等以外

の建設工事等とする。

（条件付き一般競争入札の条件の設定）

第３条 入札参加資格条件の設定に当たっては、建設工事の条件付き一般競争入札における各

入札に共通して必要となる事項（令和５年富山市入札公告第６号）に定めるもの（２(1)ウ

を除く。）又は建設コンサルタント業務等の条件付き一般競争入札における各入札に共通し

て必要となる事項（令和５年富山市入札公告第７号）に定めるもの（２(1)ウを除く。）の

ほか、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）（以下「令」という。）第１６７条の

５の２の規定により設定するものとする。

２ 前項の規定により設定する事業所の所在地に係る条件については、市内業者育成の観点か

ら、原則として主たる営業所が富山市の区域内にある者（以下「市内業者」という。）とす

る。ただし、高度な技術を要する工事や特殊な工事等については、その内容により、主たる

営業所が富山市の区域外にある者（以下「市外業者」という。）も入札に参加することがで

きるものとする。

（条件付き一般競争入札の入札参加者の基準）

第４条 入札参加資格条件の設定に当たっては、別表第１の入札参加者数が見込めるよう、配

慮しなければならない。

（条件付き一般競争入札の入札参加資格の基準）

第５条 建設工事の入札参加資格の等級の条件については、富山市建設工事競争入札参加資格

者選定要綱（平成２０年富山市告示第５８３号。以下「選定要綱」という。）第５条第２項

に規定する対象業種については、別表第２の基準によるものとする。

（指名業者の選定）



第６条 業者の選定に当たっては、令第１６７条の１２第１項の規定により選定するものとす

る。

２ 市内業者育成の観点から市内業者の選定は特に考慮するものとし、市外業者については工

事等の内容により必要なつど選定するものとする。

（指名基準）

第７条 建設工事等の発注にあたり、１件の指名選定業者数の基準は別表第１のとおりとする。

２ 前項に規定する指名業者の選定に際し、別表第３に掲げる事項について考慮しなければな

らない。

（指名競争入札の発注標準）

第８条 建設工事についての指名競争入札における建設業者の選定は、選定要綱第５条第２項

に規定する対象業種については、格付された建設業者の中から別表第４により行うものとす

る。

（特例）

第９条 次の各号（条件付き一般競争入札にあっては第５号を除く。）に該当する建設工事等

について、特に必要と認めた場合は、第４条、第５条、第７条及び第８条の規定によらない

ことができる。

(1) 特殊な工法又は技術を必要とするとき

(2) 特殊な機械を購入設置するとき

(3) 災害時における応急復旧工事

(4) 建設工事用材料が特殊な製品であるとき

(5) 工事場所を含む地域で発注標準による等級の業者を十分確保できないとき

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき

（資格審査委員会等の招集日）

第１０条 富山市請負工事等入札参加者資格審査委員会（以下「資格審査委員会」という。）

及び富山市請負工事等指名業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の招集日は、原

則として毎週月曜日とする。

（選定委員会の審議）

第１１条 選定委員会において審議を行う建設工事等は、金額区分が３，０００万円以上（た

だし、測量、設計等にあっては５００万円以上）とする。

２ 前項に規定する金額区分未満の指名競争入札に係る建設工事等の審議については、選定委

員会の選定部会において行う。

（入札参加者の資格条件設定案等の作成）

第１２条 入札参加者の資格条件設定案及び指名業者の選定案は、それぞれ契約課長及び契約

事務担当職員が、必要の都度設計担当課の課長の意見を聴取して作成するものとする。

（会議の運営）

第１３条 契約事務担当職員は、審査に付すべき案件について、必要な資料を資格審査委員会

及び選定委員会に提出するものとする。

（共同企業体）

第１４条 共同企業体の取扱いについては、別に定める。

（準用）

第１５条 第１条、第６条、第７条第２項及び第９条の規定は、令第１６７条の２第１項各号

に掲げる随意契約の場合に準用する。ただし、この場合の選定業者数の基準は別表５のとお



りとする。

附 則

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成１９年９月１日から施行する。

２ 当分の間、指名競争入札の発注標準の指名業者数の等級及び指名数については、次の各号

に掲げるとおりとする。

(1) 原則として、別表第４指名業者数（等級毎の指名数）の欄の等級の業者を指名する。た

だし、地域の実情に応じて、各等級の指名業者割合は、変更することができる。

(2) 原則として、別表第４指名業者数（等級毎の指名数）の欄の指名数は、次の表の指名数

１を適用する。ただし、地域の実情に応じて、次の表の指名数２を適用することができる。

附 則

この要領は、平成２０年１１月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年１０月１日から施行し、同日以降に入札公告及び指名通知する工事

の入札から適用する。ただし、施行日前に入札公告及び指名通知した入札については、なお従

前の例による。

附 則

この要領は、平成２４年５月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

金額区分
指名業者数（等級毎の指名数）

指名数１ 指名数２

１，０００万円以上

２，０００万円未満
９業者以上 ７業者以上

５００万円以上

１，０００万円未満

８業者以上

（舗装は６業者以上）

６業者以上

（舗装は５業者以上）

５００万円未満 ６業者以上 ４業者以上



この要領は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和５年４月１日から施行する。



別表第１（第４条及び第７条関係）

別表第２（第５条関係）

※１ 土木、建築工事の 1,000万円以上 2,000万円未満については、指名競争入札として

いるが、条件付き一般競争入札によることもできる。

※２ 舗装の 1,000万円以上 1,700万円未満は、「９０日以上の直接的かつ恒常的な雇用関係

にある者をアスファルトフィニッシャー、タイヤローラ、マカダムローラ及びモーター

グレーダーを操作するオペレータとして配置できること。」を入札参加要件とする。

舗装の 1,700万円以上 8,000万円未満は、「この工事の施工に際して、自社名義又は

長期リース（５年以上）しているアスファルトフィニッシャー（2.4～6.0ｍ）、モーター

グレーダー（2.8ｍ級以上）を使用し、９０日以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある

者をアスファルトフィニッシャー、タイヤローラ、マカダムローラ及びモーターグレー

ダーを操作するオペレータとして配置できること。」を入札参加要件とする。（車両の種

類及び規格については、案件により変更できる。）

金 額 区 分 指 名 数

５００万円未満 ６業者以上

５００万円以上 １，０００万円未満 ８業者以上

１，０００万円以上 ２，０００万円未満 ９業者以上

２，０００万円以上 ５，０００万円未満 １０業者以上

５，０００万円以上 １２業者以上

業種 金額区分

入札参加

資格基準

（等級の条件）

土木

５，０００万円以上 １億円未満 Ａ

２，５００万円以上 ５，０００万円未満 Ｂ

２，０００万円以上 ２，５００万円未満 Ｃ

建築
７，０００万円以上 １億５，０００円未満 Ａ

２，０００万円以上 ７，０００万円未満 Ｂ

舗装

３，０００万円以上 ８，０００万円未満 Ｂ及び市外

１，７００万円以上 ３，０００万円未満 Ｂ

１，０００万円以上 １，７００万円未満 Ｂ及びＣ

電気
２，０００万円以上 ８，０００万円未満 Ａ

１，０００万円以上 ２，０００万円未満 Ｂ

管
２，５００万円以上 ８，０００万円未満 Ａ

１，０００万円以上 ２，５００万円未満 Ｂ

造園
１，５００万円以上 ８，０００万円未満 Ａ

１，０００万円以上 １，５００万円未満 Ｂ



別表第３（第７条関係）

１  手持工事等    手持工事等の契約件数、契約高及び工事等の進捗状況からみて、
  契約件数、契  当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。
  約高及び工事
  等の進捗状況

２  不誠実な行    以下の事項に該当する場合は指名しないこと。
  為の有無、そ
  の他信用状況  (1) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、

   当該状態が継続していることから請負者として不適当であると
   認められること。
   ①  工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に受
     注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
   ②  一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材の購入強制等に
     ついて、関係行政機関等からの情報により受注者の下請契約
     関係が不適切であることが明確であること。

 (2) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者
   又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除の排除要請
   があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者とし
   て不適当であると認められること。

 (3) 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止
   等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる
   こと。

３  工事成績    工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
 

４  技術者及び    発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格
  保有機械器具  技術者及び機械器具が確保できると認められること。
  の状況  

５  地理的条件    主たる営業の本拠地及び当該地域での工事実績等からみて、当
 該地域における工事の施工特性に精通し、工種 及び工事規模等に
 応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるか
 どうかを総合的に勘案すること。
 

６  労働福祉の    賃金支払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継
  状況  続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると

 認められるときは、指名しないこと。

指  名  基  準  留  意  事  項



別表第４（第８条関係）

※１ 土木、建築工事の 1,000 万円以上 2,000 万円未満については、条件付き一般競争入札による

こともできる。

※２ 農業集落排水事業に係る管路施設工事の指名競争入札における発注標準は、この表の規定に

かかわらず、次のとおりとする。

別表第５（第１５条関係）

※特命随意契約の場合を除く。

業種 金額区分
指名業者数

（等級毎の指名数）

土木

１，０００万円以上 ２，０００万円未満※１ Ｂ４以下－Ｃ５以上

５００万円以上 １，０００万円未満 Ｃ４以下－Ｄ４以上

５００万円未満 Ｃ３以下－Ｄ３以上

建築

１，０００万円以上 ２，０００万円未満※１ Ｂ７以上－Ｃ２以下

５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４以下－Ｃ４以上

５００万円未満 Ｂ３以下－Ｃ３以上

舗装 １，０００万円未満 Ｂ３以下－Ｃ３以上

電気
５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４以上－Ｃ４以下

５００万円未満 Ｂ３以下－Ｃ３以上

管
５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４以上－Ｃ４以下

５００万円未満 Ｂ３以下－Ｃ３以上

造園
５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４以上－Ｃ４以下

５００万円未満 Ｂ３以下－Ｃ３以上

業種 金額区分 指名業者数

（等級毎の指名数）

土木

１，０００万円以上

５００万円以上

２，０００万円未満

１，０００万円未満

Ｃ９以上

Ｄ８以上

５００万円未満 Ｄ６以上

区分 金額区分 選定業者数

建設工事 ５０万円超 １３０万円未満 ４者以上

５０万円以下 ３者以上

測量、建築関係建設コンサ

ルタント、土木関係建設コ

ンサルタント、地質調査及

び補償関係コンサルタント

５０万円以下 ３者以上


